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Ⅰ.問題意識	

京都は、毎年5,000万人もの観光客が訪れてい

る人気観光地である。しかし、車の利用者が増

えたことによる交通渋滞や公共バスが時間通り

に来ない等の問題を引き起こしている。また京

都市によると、観光客が不満に感じる項目とし

て、混雑や渋滞等が上位にあがった。（京都市観

光総合調査、2017 年、年京都市産業観光局）私

達は渋滞緩和を目指すための決定打として、ロ

ードプライシング(以下 RP)政策の導入可能性に

ついて検討を行った。	

	

Ⅱ.現状分析	

RP とは、一部の交通道路に課金を行い、既存

道路の円滑化を図ろうとする政策である。海外

では先進事例が多く既にイギリスのロンドン、

シンガポールの全域、ノルウェーのオスロ市等

の諸都市で実施されており、我が国でも鎌倉市

をはじめとするいくつかの都市でその導入が検

討されている。京都市においてもエリア観光渋

滞対策実験協議会で協議を進めている。	

	 RP を導入した数々の事例において、特に効果

があったと評価されているロンドンの事例につ

いて、ロンドンの担当部局とメールでやり取り

するなどして詳しく調査した。	

ロンドンでは、深刻化した市中心部の混雑を

解消させるために、2003 年よりヨーロッパの大

都市初の RP を開始した。観光客が多く訪れるセ

ントラルロンドンという約 22 ㎢のエリアを通行

する車に、一日一律 11.5ポンド(約 1600 円)を課

金している。課金の方法は次のようなものであ

る。まず課金区域内で車両を運転するドライバ

ーは車両ナンバーをロンドン交通庁のデータベ

ースに登録する。このナンバー登録を行うこと

によって通行時、道路に約190台設置されたカメ

ラがナンバープレートを読み取り、支払いが完

了しているかどうかを確認する。また、支払い

は前日までないしは当日までに、電話、郵送、

インターネット、ガソリンスタンドのカウンタ

ーなどで済ませておかなければならない。違反

者には 120ポンド（約 17000 円）を課している。

これにより、2014年には交通渋滞が30%減少し、

開設当初から 10 年の 2013 年には合計 26 億ポン

ド(約3822億円）を徴収し、公共交通機関の発達

に役立てている。	

	

図 1	ナンバー認識カメラと課金エリア入口	

国土交通省ホームページより	

	

ロンドンに関する調査を踏まえて、実際に私

達は京都市の渋滞、交通状況についての情報を

得るため、国土交通省の京都国道事務所にイン

タビュー調査を行った。京都国道事務所による

と、京都市内では平日休日ともに交通渋滞が頻

繁に発生している。	

また私達は、RP 政策の導入を目前に控えてい

る鎌倉市に対してメールのやり取りを通じて、

RP 政策についての具体的な情報を得た。鎌倉地

域は、一方が海、三方が山に囲まれた地形で、

地域に入る道路が限られており、RP が実現しや

すい条件が整っている。高速道路の料金所のよ

うなゲートなしで通過ができるETCフリーフロー

アンテナを用いた課金を考えている。しかし、

現在のETC普及率は９０％であり、残りの１０％

に対してはカメラによるナンバープレートを読

み取り追って料金を徴収するという。	

	

Ⅲ.政策提言	

以上の現状分析から、私達が京都市の実情に

合った RP 政策について検討を行った。	

＜RP の対象エリア＞	

ロンドンでは 22 ㎢の範囲に設置されているこ

とを参考に、当初京都市中心部でも同様の範囲

で渋滞の深刻なエリアに設置した場合をシミュ

レートした。具体的には、横は西大路-白川通

間、縦は御池通-十条通間である。しかし、京都

中心部は大きな道だけでなく細い道が碁盤の目

の中に入り組んで通っており、全流入車両から



 

 

徴収するとすれば、そのすべての道にカメラを

設置することになり、約360台のカメラが必要と

なることが判明した。これではコスト面から見

て実施が困難であり、ロンドンのような成果を

あげることは難しいと考える。	

そこで南は川に挟まれ、北は山に囲まれてい

るという京都市特有の地形を活かすエリア設定

を考えた。具体的には、東西南は桂川と鴨川に

架かる橋付近に、北は京都市外から市内に入る

ことができる道路にカメラを設置する RP を提案

する。この場合、カメラの設置台数がおよそ 60

台に抑えることができ、コスト面においても実

現する可能性が高い。また、桂川側は渡月橋ま

で網羅でき、鴨川は 23km にも及ぶため京都の人

気観光地嵐山、京都中心部の２カ所に流入する

車両から確実に料金を徴収することができる。	

同時に高速道路の出口の料金所でも、高速道

路の料金支払いと同時に RP 同様の料金を課すこ

とにする。	

	

＜投資コスト＞	

ロンドンの RP における初期費用は１億６千万

ポンド（235 億円）である。それに対し、京都の

RP における初期費用はカメラの設置台数がロン

ドンの三分の一以下の約 60 台の設置で済む。そ

のためロンドンの初期費用に比例して約 80 億円

と設定する。この初期費用は市債でまかなうこ

ととする。	

	

＜課金の方法＞	

はじめにETCでの徴収を検討した。高速道路で

は、既存の料金所でETCを利用した支払いが可能

である。普及率は高く、料金の徴収が容易では

あるが、ETC 車載器を搭載していない車両が存在

する。そのため、全ての車両に取り付けられて

いるナンバープレートを利用した徴収方法を行

うのが妥当であると考え、ロンドンの RP と同様

にカメラでナンバープレートを読み取り、デー

タベースと照合することによって課金対象車を

特定し、課金する方法を取ることにした。この

方法は日本の民間企業の技術を採用すると技術

的に実現可能である。	

対象車両は、エリア内に車庫証明を登録して

いる車両、緊急車両、公共バス、観光バス、タ

クシー、二輪車以外の全ての車両とする。課金

額は、普通車は 1000円、大型車は 1500円と設定

する。京都に RP を導入することによって懸念さ

れることの一つが観光客の減少であるが、長期

的に見てロンドンの RP 導入前後では観光客の減

少はない。そのためロンドンの料金設定を参考

にすることにした。	

対象時間は、平日は 7 時~22 時まで、休日は９

時~22 時とする。支払方法は、利用日以前から利

用後２日以内にインターネットでのクレジット

決済、あるいはコンビニのマルチメディア機器

での現金支払いとする。この期日を守らない者

に対しては罰金を課す仕組みを検討している。	

	

＜政策の効果＞	

この政策の実現によって渋滞緩和が実現し、

さらにロンドンの事例と同様に、渋滞緩和によ

る排出ガスの排出量の減少によって大気環境の

改善が考えられる。	

また課金回避のため、電車やバスを利用する

人の増加が見込まれ、公共交通機関にとっても

RP は有益な政策であると考える。費用負担とな

る大型トラックなどの運送業者も渋滞が緩和す

れば走行速度の向上によって走行時間を短縮す

ることができる。	

1 日における、他府県や京都市外から京都市内

へ流入する車両数は、約 13万 6000 台である。こ

の RP における課金エリアは京都市の約８割を占

めるため、およそ1億円の利益が見込まれる。年

間 365 億円の利益は京都市の年間歳入額の約 10%

に値する。	

	

Ⅳ.展望	

私たちの提案する政策は京都の交通渋滞とい

う問題を解決するだけでなく、年間365億円の財

源調達が期待できる。	

この収益は観光産業や公共交通機関の改善等に

用いることによって、日本を代表する観光都市

京都のさらなる成長につながり、「住みたいま

ち・訪れたいまち」としての京都の魅力を高め

ることができるのではないか。	
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